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法
テ
ラ
ス
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
高
齢

者
・
障
が
い
者
の
方
で
直
接
事
務
所
に

相
談
に
出
向
く
こ
と
の
困
難
な
方
・
司

法
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
方
に
対
し
て
、

出
張
相
談
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

出
張
相
談
は
、
①
経
済
的
に
余
裕
が
な

く
、
②
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所
ま

で
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
（
65
歳
以
上
の

高
齢
者
、
ま
た
は
心
身
に
重
度
ま
た
は

中
度
の
障
害
が
あ
る
方
、
ま
た
は
法
テ

ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所
ま
で
公
共
交
通

機
関
を
利
用
し
て
往
復
３
時
間
以
上
を

要
す
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
方
の
い

ず
れ
か
）
で
あ
る
場
合
に
実
施
し
て
き

ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
ご
自
身
で
法
律
相
談

を
希
望
す
る
高
齢
者
・
障
が
い
者
の

方
々
か
ら
事
務
所
に
連
絡
を
い
た
だ
き
、

相
談
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
ご
自
身
で
法
律
相
談
が

必
要
な
状
況
な
の
か
否
か
判
断
で
き
な

い
方
や
、
ご
自
身
で
法
テ
ラ
ス
に
連
絡

が
で
き
な
い
方
に
対
し
て
は
利
用
ま
で

つ
な
が
ら
な
い
制
度
と
も
い
え
ま
す
。

　

今
年
の
１
月
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
、

認
知
機
能
が
十
分
で
な
い
た
め
、
法
的

問
題
を
抱
え
て
い
る
の
に
自
ら
法
的
支

援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ

れ
る
方
に
対
し
て
も
、
支
援
に
つ
な
が

る
新
し
い
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
ご
本
人
の
支
援
者
（
介
護
保

険
法
上
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
方
々
な

ど
）
か
ら
ご
連
絡
を
い
た
だ
く
こ
と
に

よ
り
、
ご
本
人
の
法
律
相
談
を
実
施
す

る
と
い
う
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
の
利
用
を
検
討
さ
れ
る
方

は
、
お
気
軽
に
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事

務
所
（
電
話
番
号
０
５
０
・
３
３
８
３

・
５
５
６
３
）
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
法
テ
ラ
ス
江
差 

弁
護
士 

廣
田
朋
子
）

道 立 江 差 病 院 だ よ り ５２－００３６☎
診
療
科
に
よ
っ
て
、
曜
日
に
よ
っ
て
担
当
医
が
変
わ
り
ま
す
。
御
確
認
く
だ
さ
い
。

外来診療体制４月の診療予定外来診療体制４月の診療予定
整 形 外 科 午前 月曜日から金曜日
循環器内科 午前 月曜日から金曜日

午後 月曜日と金曜日

消化器内科
午前10時まで受付　10日・24日（受付完全予約制）
午前11時まで受付　２日・16日（受付完全予約制）
午前11時30分まで受付　毎週金曜日
午後 毎週水曜日・９日・23日

呼吸器内科 午前 金曜日
午後 木曜日

総合診療（内科） 午前 月曜日から木曜日
総合診療（外科） 午前 火曜日と水曜日と木曜日
外 科 午前 13日・27日
小 児 科 午前 月曜日から金曜日

午後からの受診は事前に電話で相談してください
泌 尿 器 科 午前 月曜日から金曜日

午後 水曜日
精 神 科 午前 月曜日から金曜日

（初診完全予約制）
産 婦 人 科 午前 月曜日から金曜日
耳鼻咽喉科 午前 3日・4日・12日・17日・18日・26日

午後 11日・25日

眼 科
午前 12日・26日

（予約以外の方は10時までに受付） 
午後 ４日・18日・25日

皮 膚 科 午前 火曜日
神 経 内 科 13日・27日

① 　精神科につきましては、医師不足のため平成30年４月１日よ
り常勤医が２名体制から１名体制に減員になります。
　 　したがって、これまで通りの診療体制を確保することが困難な
ことから、入院患者様を調整し他院等への紹介をさせていただい
ております。また、診療時間を要する初診の患者様につきまして
は、原則事前に医師から紹介状を送っていただき、対応が可能な
方については、日程調整の上受診していただく完全予約制とさせ
ていただいております。
② 　消化器内科につきましても、医師不足のため平成30年４月１
日より常勤医１名体制から出張医による診療体制に変更となり、
診療時間帯が変更・縮小されます。したがって、現在症状が安定
している患者様につきましては、近隣の医療機関への紹介や受診
日、受診科の変更をさせていただく場合があります。
③ 　また、４月２日より総合診療科（内科）を開設します。特定の
専門診療科の診療を必要としない患者さんや一つの専門診療科で
は対応が困難な患者さんを中心に診療していきます。

　常勤医の減員について、当院への主な派遣元であります札幌医科
大学に対しては、これまでの常勤医の体制を要請しておりますが、
現状では難しい状況にあります。
　ご利用いただいている患者様には大変ご迷惑・ご不便をおかけし
ますが、何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

平成30年度からの道立江差病院の診療体制について
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新
た
な
出
張
法
律
相
談
が

 
は
じ
ま
り
ま
し
た

（第９６号）

診療日は予定であり変更になる場合もあります。
事前に病院にご確認の上、受診してください。
※診療受付時間（初診の方は、９時00分～）
　 8時00分～11時30分
　13時00分～14時30分
※予約受付時間（定期患者のみ）13時～16時

★予約締切：開設日の３日前　★開設日時：４月24日（火）10時～12時・13時～15時★予約締切：開設日の３日前　★開設日時：４月24日（火）10時～12時・13時～15時
★相談場所：江差町役場　★予約先：江差町役場　町民福祉課　国保医療係　☎52-6725★相談場所：江差町役場　★予約先：江差町役場　町民福祉課　国保医療係　☎52-6725


